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 WTO 関連協定の主要なものに GATT がある。GATT については、「1947 年の GATT」
と「1994 年の GATT」という表現が用いられる。両者の関係について、WTO ウェブサ

イトや酒井啓亘ほか『国際法』の関連箇所などで確認しておくこと。 
 
 GATT の基本原理の一つは「無差別」であり、その現れが 1 条の最恵国待遇、3 条の

内国民待遇である。ここでは、後者について扱う。 
 

WTO 紛争処理機関関連文書の探し方 
 
 WTO のウェブサイトから、Trade topics タブの Dispute settlement をクリッ

ク。左側の Find disputes をクリック。その後は、手持ちの情報（関係国、紛争

主題、事件番号など）を基に探してみること。 
 それぞれの事件には事件番号が付いている。たとえば、日本・酒税事件であ

れば、DS8 である。これが判っている場合は、Find disputes の下の chronological 
list をクリックして、Dispute number の欄に数字を入れれば当該事件の情報が

出てくる。一般に、Panel Report（小委員会〔パネル〕報告書）、Appellate Body Report
（上級委員会報告書）が重要であり、それ以外にも履行過程における仲裁など

の文書が掲載されている。 

 
 GATT における内国民待遇の目的については、日本・酒税事件(DS8)上級委員会報告が

説明している。上記の手段で入手した上級委員会報告書 16 頁を参照のこと。 
 GATT3 条が具体的にどのような場面でどのように適用されるかを理解するために、

その日本・酒税事件を見てみよう。問題になったのは、この事件の小委員会（パネル）

報告書 5-6 頁に掲げられている、当時の日本の酒税法における税率の差異である。本件

における GATT3 条に関する判断の中で重要なのは、小委員会報告書パラグラフ 6.20-
6.32 および上級委員会報告書 21-26 頁である。必要であれば日本語解説を参照しつつ、

熟読すること。 
 
 講義では、日本・酒税事件についての理解を確認し、それを踏まえて以下の 2 つの問

題を扱う。うち、「1.」については、A4・1～2 頁にまとめ、4 月 20 日（木）17 時までに

濵本宛に e-mail で添付ファイル（Word または PDF）を送信すること。「2.」については書

面の作成・提出は不要だが、講義で議論するので考えてくること。 
 
1．発泡酒 
 ビール・発泡酒・「第三のビール」には、現在、異なる酒税の税率が適用されている。

これを GATT3 条違反と主張して日本を訴える国があるとして、訴える側に立って主張

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
https://www.wto.org/
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/123.htm
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を構成せよ。なお、報道によれば、この税率は今後統一される見込みである。 
 
2. 共済・かんぽ等 
 在日米国商工会議所は、共済に関する日本の制度が GATS（おそらく 17 条）に反して

いると主張している（リンク先文書の 7 頁）。同会議所の立場に立ち、議論を構成せよ。

「共済に関する日本の制度」については、自力で調べてくること。 
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